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【手続補正書】
【提出日】平成30年3月26日(2018.3.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）第１のデンプンの乾燥重量に対して、５０重量％以上のアミロース含有量を有する
、少なくとも１つの第１のデンプン；及び
　ｂ）第２のデンプンの乾燥重量に対して、４０重量％以下のアミロース含有量を有する
、少なくとも１つの第２のデンプン
を含む、デンプン組成物であって、
　少なくとも１つの第１のデンプン及び少なくとも１つの第２のデンプンの両方が、エー
テル又はエステル及びそれらの混合物から選ばれる官能基でヒドロキシル官能基を置換す
るように化学修飾され；
　少なくとも１つの第１のデンプンが非架橋デンプンであり、かつ少なくとも１つの第２
のデンプンが架橋デンプンである、上記デンプン組成物。
【請求項２】
　少なくとも１つの第２のデンプンが、組成物中のデンプンの総乾燥重量に対して、少な
くとも５重量％の量で存在する、請求項１に記載のデンプン組成物。
【請求項３】
　少なくとも１つの第２のデンプンが、組成物中のデンプンの総乾燥重量に対して、５重
量％から５０重量％までの間の量で存在する、請求項１又は請求項２に記載のデンプン組
成物。
【請求項４】
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　少なくとも１つの第２のデンプンが、非架橋デンプンの乾燥重量に対して０．００１～
５重量％の１つ又は複数の架橋剤で処理された前記非架橋デンプンに由来する、請求項１
から３までのいずれか一項に記載のデンプン組成物。
【請求項５】
　架橋剤が、オキシ塩化リン、エピクロロヒドリン、疎水性カチオン性エポキシド、スル
ファート、二酸無水物、並びにオルトリン酸又はトリポリリン酸のナトリウム又はカリウ
ムとの反応により調製されるホスファート誘導体及びそれらの組合せから選ばれる、請求
項４に記載のデンプン組成物。
【請求項６】
　前記化学修飾が、独立して、ヒドロキシアルキルＣ２－６基又はデンプンとカルボン酸
無水物との反応の生成物を含む、請求項１から５までのいずれか一項に記載のデンプン組
成物。
【請求項７】
　第１及び第２のデンプンが、独立して、０．０１～１．５の置換度を有するように化学
修飾される、請求項１から６までのいずれか一項に記載のデンプン組成物。
【請求項８】
　第１又は第２のデンプンが、独立して、コムギデンプン、トウモロコシデンプン、タピ
オカデンプン、ジャガイモデンプン、キャッサバデンプン、エンドウデンプン、エンバク
デンプン、クズウコンデンプン、若しくはコメデンプン、又はそれらの組合せから選ばれ
る、請求項１から７までのいずれか一項に記載のデンプン組成物。
【請求項９】
　第１のデンプンが、第１のデンプンの乾燥重量に対して、５０重量％以上のアミロース
含有量を有する、トウモロコシデンプン又はタピオカデンプンである、請求項１から８ま
でのいずれか一項に記載のデンプン組成物。
【請求項１０】
　第２のデンプンが、第２のデンプンの総重量に対して、４０重量％以下のアミロース含
有量を有する、トウモロコシデンプン又はダピオカデンプンである、請求項１から９まで
のいずれか一項に記載のデンプン組成物。
【請求項１１】
　第１のデンプンが、高アミロースヒドロキシプロピル化デンプンであり、第２のデンプ
ンが、低アミロースヒドロキシプロピル化デンプンである、請求項１から１０までのいず
れか一項に記載のデンプン組成物。
【請求項１２】
　第１のデンプンが高アミロースヒドロキシプロピル化デンプンであり、第２のデンプン
が低アミロースアセチル化デンプンである、請求項１から１０までのいずれか一項に記載
のデンプン組成物。
【請求項１３】
　１つ又は複数の充填剤又はナノ材料をさらに含む、請求項１から１２までのいずれか一
項に記載のデンプン組成物。
【請求項１４】
　充填剤又はナノ材料の量が、前記デンプン組成物の総乾燥重量に対して、２０重量％以
下である、請求項１３に記載のデンプン組成物。
【請求項１５】
　前記ナノ材料が、粘土及び改質粘土を含む、請求項１３又は１４に記載のデンプン組成
物。
【請求項１６】
　前記改質粘土が、疎水的に改質された層状ケイ酸塩粘土である、請求項１５に記載のデ
ンプン組成物。
【請求項１７】
　前記疎水的に改質された層状ケイ酸塩粘土が、極性置換基が長鎖アルキルに結合してい
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ない長鎖アルキル基を含む界面活性剤によって改質された粘土である、請求項１６に記載
のデンプン組成物。
【請求項１８】
　１つ又は複数の脂肪酸又はその塩をさらに含む、請求項１から１７までのいずれか一項
に記載のデンプン組成物。
【請求項１９】
　前記デンプン組成物の総乾燥重量に対して、０．１から５重量％までの間のＣ１２－２

２脂肪酸及び／又はＣ１２－２２脂肪酸塩を含む、請求項１８に記載のデンプン組成物。
【請求項２０】
　ポリビニルアルコールをさらに含む、請求項１から１９までのいずれか一項に記載のデ
ンプン組成物。
【請求項２１】
　さらに水を含む、請求項１から２０までのいずれか一項に記載のデンプン組成物。
【請求項２２】
　水以外の可塑剤が使用されていない請求項１から２１までのいずれか一項に記載のデン
プン組成物。
【請求項２３】
　前記デンプン組成物を含むフィルムの酸素透過係数及び／又は水蒸気透過係数が、少な
くとも１つの第１のデンプンを含み、前記第２のデンプンを欠くフィルムに比較して低い
、請求項１から２１までのいずれか一項に記載のデンプン組成物。
【請求項２４】
　請求項１から２３までのいずれか一項に記載のデンプン組成物を含む、熱成形品。
【請求項２５】
　請求項１から２３までのいずれか一項に記載のデンプン組成物を含む、多層フィルム。
【請求項２６】
　（ａ）請求項１から２３までのいずれか一項に記載のデンプン組成物を含む、少なくと
も１つの層；及び
　（ｂ）少なくとも１つの他の層
を含む、請求項２５に記載の多層フィルムであって、
前記少なくとも１つの他の層が、３８℃及び相対湿度９０％において測定した、１ｇ．ｍ
ｍ／ｍ２．２４ｈｒ．ａｔｍ未満の水蒸気透過係数を有する、上記多層フィルム。
【請求項２７】
　前記他の層が、ポリオレフィン、ポリエチレンテレフタラート、ナイロン、ポリ塩化ビ
ニル、ポリビニリデンジクロライド、セルロース、防水性タンパク質層、及びそれらの混
合物を含む、請求項２５又は２６に記載の多層フィルム。
【請求項２８】
　包装、好ましくは、食品の包装における、請求項２５から２７までのいずれか一項に記
載の多層フィルムの使用。
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